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平成３０年 ３月２２日 

宗像市議会 

議長 花田 鷹人 様 

                              建設産業常任委員会 

                                  委員長 神谷 建一 

 

 

委員会審査報告書  

 

本委員会に付託された事件の審査結果を報告します。 

 

記 

 

第 21号議案 宗像市営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

  認知症患者、精神疾患のある方等の市営住宅入居者の収入申告の手続きが緩和される。また、

関係法律の施行に伴い、条文の整理を行うものである。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

 

第 22号議案 宗像市公園条例の一部を改正する条例について 

 都市緑地法施行規則等の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、条例の一部を改正する

ものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 都市公園において公募対象公園施設を設置する場合、当該施設の建ぺい率が１００分の１０

を限度として、１００分の２を超えて建築できるようになった。 

２ 都市公園に運動施設を設ける場合、その敷地面積に対する割合の上限が１００分の５０とな

った。 

 

【意  見】 

（賛成意見） 

・稼げる施設（レストラン等）を誘致するよう、行政も努力し、施設経営をもって事業を進めて

いただきたい。 
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【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

 

第 23号議案 市道路線の変更について 

 道路法に基づき市道路線の変更について、議会の議決を求めるものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 冨地原５１号線 

 生活道路として利用されている里道を冨地原５１号線に加えて、終点を変更する。 

２ 東郷３９号線 

  宅地開発に伴い、整備された道路を東郷３９号線に加えて、終点を変更する。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

 

第 24号議案 市道路線の認定について 

 道路法に基づき市道路線の認定について、議会の議決を求めるものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 河東１１号線、平井４６号線、赤間４６号線 

  宅地開発に伴い、整備された道路を引き取り、市道路線として認定する。 

２ 青葉台１丁目３２号線 

  生活道路として利用されている里道を市道路線として認定する。 

３ 村山田２１号線 

  本路線は現在県道であるが、改良工事により県道が新しく付け替わる予定であり、これに伴

い既存の道路と付け替え部分の一部を市道路線として認定する。 

 

【意  見】 

（反対意見） 

・県道の改良工事を行う場合は、県と市が十分に検討し、計画、安全性について問題を出すべき

である。 

 

【審査結果】 

委員会は、賛成多数で原案のとおり可決した。 
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第 25号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更することについて、辺地に係る公共的施設の総合

整備のための財政上の特別措置等に関する法律の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

 地島地区の漁港の浮桟橋、簡易水道施設、大島地区の下水処理施設の機能強化に伴う改修工

事の増額のため、事業費を変更するものである。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

 

第 26号議案 宗像市過疎地域自立促進計画（大島地域）の変更について 

本市における過疎地域の自立促進に関し、宗像市過疎地域自立促進計画（大島地域）を変更す

ることについて、過疎地域自立促進特別措置法の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

 事業計画の変更は、ハード事業で、①海水製氷施設改修、②海洋体験施設改修、③道路整備、

④橋梁等整備、⑤簡易水道施設整備、⑥市営住宅整備、⑦診療所施設整備、⑧学校施設整備、

ソフト事業では、⑨牧場花園、⑩生きがい活動支援通所事業などの追加、見直しが行われた。 

 

【意  見】 

（賛成意見） 

・データ等を公表する場合は、市民から誤解されないよう計画の修正部分には、ただし書きを付

けるなど丁寧な対応を要望したい。 

・大島の情報通信の環境問題については、十分検討していただきたい。 

・計画を作成する際は、全庁的に計画を練る段階から議論を深めていただきたい。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


